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令和７年度 いの町水道用量水器購入仕様書 

１．適用範囲 

  この仕様書は、いの町（以下「町」という。）が購入する水道メーター（以下「メ

ーター」という。）に適用する。 

 

２．適用法令及び適用規格 

  メーター納入者（以下「納入者」という。）が製造し納入するメーターは、以下

の法令及び関連法規を遵守し、町が規定する事項を除き日本産業規格（以下「Ｊ

ＩＳ規格」という。）及び関係諸規格を準用したものとする。 

（１）計量法関係 
計量法、計量法施行令、計量法施行規則、特定計量器検査規則、指定製造事 

業者の指定等に関する省令 
（２）水道法関係 

水道法、水道法施行令、水道法施行規則、給水装置の構造及び材質の基準に 

関する省令 

（３）日本産業規格及びその引用規格 

   ＪＩＳ Ｂ 8570－１、ＪＩＳ Ｂ 8570－2、ＪＩＳ Ｂ 7554 

 

３．契約不適合責任 

（１）検定有効期間内にメーターの異常が疑われた場合、その原因を調査、報告を 

するとともに速やかに対策を施さなければならない。 

（２）検定有効期間内に製造上の瑕疵、及び業務の不良に起因する故障等が生じた 

場合は、速やかに新品と交換しなければならない。 

 

４．メーターの仕様 

品 名 Q3m3/h R=Q3/Q1 購入方法 口径 材質 型式 個数 

乾式接続線流羽根

車式 

2.5 100 ﾊﾞｰﾀｰ 13 鉛ﾚｽ銅合金 直読式 474 

乾式接続線流羽根

車式 

4 100 ﾊﾞｰﾀｰ 20 鉛ﾚｽ銅合金 直読式 410 

 

乾式接続線流羽根

車式 

6.3 100 ﾊﾞｰﾀｰ 25 鉛ﾚｽ銅合金 直読式 18 

乾式接続線流羽根

車式 

10 100 ﾊﾞｰﾀｰ 30 鉛ﾚｽ銅合金 直読式 9 

乾式接続線流羽根

車式 

16 100 ﾊﾞｰﾀｰ 40 鉛ﾚｽ銅合金 直読式 10 

乾式軸流羽根車式ﾌ

ﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ伸縮補足

管付属 

16 

 

100 ﾊﾞｰﾀｰ 50 鉛ﾚｽ銅合金 直読式 2 
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（１）メーターは、計量法に基づく型式の承認を受けたものでなければならない。 

（２）メーター番号（テーキン）は上箱肩及び蓋表面テーキン座に打刻すること。 

（３）蓋表面のメーター番号は同色をさけ、番号確認のしやすい色で塗ること。 

（４）メーター番号は注文時に指示する。 

（５）メーター蓋裏面に検定証印及び検定有効期限をラベル表示のこと。 

（６）メーター指示部分は下流側から見た読みとする。 

（７）メーター直読部カウンター部は黒字、白数字。 

（８）メーター円読部は赤又は黒印刷、赤針。 

（９）電子式メーターの個別受信器は付属しない。 

 

５．納入 

（１）納入はプラスチック箱に指示された順番に損傷のないように入れ、町管理の

音竹緊急資材倉庫に納品すること。 

（２）納品期限については、発注後２ヵ月以内に納品するものとする。 

（３）バーター購入の返却については、メーカー機種を問わず口径の物を引き取る

こと。 

（３）メーター納入時には必要数のパッキンをメーターごとに付属すること。 

（４）メーター納入時には、器差成績書もしくは検定合格書を提出すること。 

（５）その他不明な点は上下水道課水道係の指示に従うこと。 


